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はじめに

１９９８年に特定非営利活動促進法（NPO法）が

施行されて約１０年が経過し，NPO法人数は３

万を超えるに至った（２００７年２月現在）。こう

したなか，NPOに対する社会的な期待は一層

高まっている。NPOは「市民活動」のアクター

であり，市民活動とは一般に，「市民が自らの

価値観，思想信条や社会的関心に基づいて，自

身の生活や社会への貢献を目的として自発的に
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１９６０年代におけるNPOの生成
─市民活動の析出─（上）

秋葉 武＊

１９９８年に特定非営利活動促進法（NPO法）が施行されて約１０年が経過し，NPO法人数は引き続き
増加している。「市民活動」のアクターであるNPOに対する社会的な期待は一層高まっている。本研
究は現在のNPOという組織のモメントを検討するにあたって，１９６０年代の市民活動に着目した。「社
会運動」の一形態ともいえる，市民活動は１９６０年代の高度経済成長期に表層化したといわれる。
本稿はこのような新しい社会運動のモメントを明らかにすることを目的として，１章では６０年安保

をきっかけとして登場した「市民主義」を手がかりに検討していく。当時，伝統的な社会運動は労働
組合や社会主義政党のイデオロギーによって先導され，高度に組織化されていた。それに対して，６０
年代に次第に登場する市民運動グループ，ボランティア・グループ，全共闘運動グループといった新
しい市民活動組織の運動は，無党派で未組織者によるそれであった。彼らは運動における新しい理論
の実践に取り組むことになる。

キーワード：NPO，市民主義，無党派，市民活動，ボランティア・エンパワメント主義，自発性，
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行う活動」と定義できる。

「社会運動」の一形態ともいえる，こうした

市民活動は１９６０年代の高度経済成長期に表層化

したといわれる。従来，社会運動といえば「革

命」を標榜する労働組合や「前衛」を掲げる政

党のイデオロギーに先導された各種の運動が主

流であった。その運動方法は，街頭デモ，集会

を始めとする抗議行動においてどれだけ動員す

るかといった，「量としての大衆動員」（高畠，

１９８６，１０４頁）に主眼が置かれていた。

それに対して，同時期に次第に登場してくる

市民運動グループ，ボランティア・グループ，

消費者運動グループ，住民運動グループ，全共

闘運動グループといった各種の市民活動組織

は，上意下達でなく「大きな組織に頼らずに，

自前でかつ自立して行動する人たちの集まり」

（同上）といえた。また，活動理由を，革命とい

ったイデオロギーではなく，個人の生活と生活

史に即して語り始めた（同上）といえる。

本稿は１９６０年代における個別の市民活動の紹

介を主たる目的とするのではない。市民活動を

取り巻く環境がいかなる状況にあったかを動態

的に描きつつ，そこから析出される市民活動の

モメントを検討することを目的とする。１章で

は，まず６０年代の皮切りとして，「６０年安保」の

持つ社会的な影響と，そこで表層化した新しい

思想についてみる。２，３章では，市民活動の

内部環境，外部環境について具体的に検討をし

ていくこととする。

１．６０年安保と市民主義

１９６０年の安保闘争を転機として，戦後日本の

社会運動が変容したと多くの論者によって指摘

されている（片桐，１９９５，６０頁）。本章では「戦

後民主主義」１）が定着しつつあるなか，「６０年安

保」をきっかけとして，今日の市民活動に連関

するどのようなイデオロギーを析出したかにつ

いて検討する。

１革新国民運動への疑念と「市民主義」の登場

１９４６年に日本国憲法が公布されて１０年以上経

過し，戦後民主主義が定着し始めた１９６０年，戦

後史に残る一大事件「安保闘争」は起きた。日

米安全保障条約改定阻止闘争，通称安保闘争は

社会運動として空前の盛り上がりをみせた。運

動の主役は，革新政党である日本社会党，およ

び労働組合のナショナルセンターとしての日本

労働組合総評議会（総評）という２つの組織に

主導された「革新国民運動」２）である。それは

１３４の構成団体と５５０以上の共闘組織から構成さ

れた「安保条約改定阻止国民会議（国民会

議）」３）となって，国会周辺で連日大規模な街頭

デモを行った。最盛期には１日４０万人以上が国

会議事堂を取り囲んだといわれる。

運動は高揚し，量的にみれば「大衆動員」と

して空前の規模になった。「革新国民運動」の

研究を行った政治学者高畠通敏は，彼らの組織

論を以下のように特徴づけた。つまり，運動は

企業や大学などの組織の構成員をそのまま，労

働組合や学生自治会という運動団体に組み入れ

る方法であり（高畠，１９８８，７５頁），既成団体の

「丸抱え闘争」だった（高畠，１９７９，３２８頁）。こ

れら組織は，「通常，機関決定によって動員を

指令し，組織によっては，デモや集会の参加者

に行動費を支給したり，大学のように休業した

りして組織成員の運動参加を促進させる」（同

上，３３６頁）。この方法で運動は，量的に急成長

を遂げ，それは安保闘争における「国民会議」

に結実し，結果的に空前絶後の大衆運動となっ
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た。

彼らは６０年春以降，「大衆的請願という形の

デモ戦術を編み出し，国会を全国の地域組織か

ら駆り出した隊列で取り囲んだ」（高畠，

１９８８，７８頁）。他方，職場や大学といった「組織

ぐるみ」であるゆえに，運動のあり方は大きな

制約を受けた。

運
毅

動は中央での大会や街頭でのデモンストレーシ
毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅

ョンにおいては派手だが
毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅

，
毅

職場に帰ると消えてし
毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅

まうとか
毅 毅 毅 毅

，
毅

運動の展開が
毅 毅 毅 毅 毅 毅

，
毅

現実には中央の事務局
毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅

のお膳立てに従って儀式的に進行し
毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅

，
毅

各政党はこ
毅 毅 毅 毅 毅

の事務局に党員を潜入させて
毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅

，
毅

運動のヘゲモニー
毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅

争奪合戦を展開するとかの現象が生まれたのは
毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅

，
毅

基本的にここに由来している
毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅

。
毅

（同上，７６頁，傍

点筆者）

量を重視する国民会議の傘下には，母親大

会，文芸家協会，新劇人協会，大学教授連合な

ど多くのグループが集まるようになった。しか

し，

本来，革新的な政治運動と直接関係ないこういう

多様な団体を下部に抱えながら，しかしそれ故に

国民的な広がりをもつ運動という体裁を保つため

に，運動は規模がふくらむにつれて
毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅

，
毅

ますます当
毅 毅 毅 毅 毅

たり障りのないスローガンを掲げる幅広主義
毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅

，
毅

儀
毅

式的な大衆集会や署名運動
毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅

，
毅

整然たるデモンスト
毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅

レーションに終始する祭典主義へと傾かざるをえ
毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅

なかった
毅 毅 毅 毅

。
毅

（同上，７６頁）

国民会議が，街頭デモという儀式的な大衆行

動を組織する以上の戦略をつくれず（同上，７９

頁），新安保条約成立と共に，あれほど高揚し

た運動が急速に収束したのも当然といえよう。

ただし，民主主義が定着しつつあるなか，国

民会議のような「幅広主義」に飽き足らない

人々が少数派ながら発生し，独自の運動を行う

新たなグループが結成された。第１に，全学連

の大学生であり，彼らの運動論は「実力闘争」

であった。「全学連主流派」およびそれを指導

する「共産主義者同盟（ブント）」４）は，国民会

議の整然としたデモを「お焼香デモ」と批判

し，安保闘争中，繰り返し国会突入という実力

闘争を試みて，世論に働きかける方法を選択し

た。そして，構成員の女子学生，樺美智子さん

という死者を出すに至る。その後，全学連は安

保闘争の総括をめぐって分裂し，６０年代の「新

左翼」諸派の母体の一つとなっていく。

第２に，「声なき声の会」に代表される，多様

な職業に従事する「未組織の」市民が自発的に

集合したグループである。彼らの運動論，組織

論は，国民会議とも全学連とも異なり，個人の

自立性に任せられると共に，暴力の行使を否定

した。これらは主として５月１９日の新安保条約

の強行採決後に街頭に登場し，国民会議と比べ

て「個人原理にささえられたより実質的かつ倫

理的な抵抗を志向した」（高畠，１９７９，３３７頁）。

これらグループは社会やメディアから後に「市

民運動」として認知されていく。

ただし当時，「市民運動」は「革新国民運動」

のような明快な組織論を持っておらず，その頼

りなさ，曖昧さは否めなかった５）。この課題に

取り組み，運動の理論化を図っていったのが，

いわゆる「市民主義者」の知識人たちである。

市民主義者の代表的存在として「思想の科学

グループ」がいる。同グループには様々な思想

を掲げる人間がいた。例えば，安保直後に「市

民主義の成立」を発表した久野収や「根もとか

らの民主主義」を発表した鶴見俊輔がいる
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（『思想の科学』１９号（６０年７月号））。当時，マ

ルクス主義の影響を受けた進歩的知識人は「ソ

連礼賛」の傾向が強かった。しかし，マルクス

主義者の久野は一貫してソ連の政治的粛正を厳

しく批判し，「思想の自由を尊重する社会主義」

を掲げた（鶴見，１９９０，２０８頁）６）。

また，アナーキズムの影響を受けた鶴見は，

同年５月，安保条約強行採決に抗議して国立大

学助教授を退官していた。久野，鶴見を始め，

高畠通敏，丸山真男，竹内好，日高六郎といっ

た様々な政治的立場の会員を抱える「思想の科

学研究会」は雑誌『思想の科学』を発刊してお

り，特定の思想的立場を表明することはそれま

でなかった。しかし，新安保条約の強行採決は

「思想の科学研究会」の会員らに大きな衝撃を

与えた。彼らは国論を二分している重要な政治

的方策が，強行採決されたことに衝撃を受け，

研究会は直後の５月２９日に「声明」を発表した

（思想の科学研究会，１９６０，２-８頁）。そして，

６０年代を通して民主主義そのものを原理的に問

い直していくことになる。

彼らは６０年安保後の革新国民運動の失速を，

「上からの革命」を志向する統制主義にあると

捉え，日本社会党，総評，日本共産党を始めと

する「左派」が親和的な感情を抱いていた社会

主義的革命と距離を置いた。当時の左派はソ

連，中国を始めとする東側諸国を「平和勢力」，

アメリカや西欧を「戦争勢力」とみなしてお

り，社会主義，共産主義を強く志向していた。

こうしたなか，鶴見（１９６０b，６頁）は「無党

無派」を掲げた個人の自発性に基づく市民によ

る新しい運動を想起した。彼ら市民主義者は，

革新国民運動のように政権獲得を最終的な目標

としなかった。それは「形式」としての民主主

義ではなく，「原理」としての民主主義を重視

し，戦後民主主義の掲げるモメントに対して，

より原則的
毅 毅 毅 毅 毅

であろうとした。日常生活の範囲で

しか思考しないという「知識人」の枠組みを超

えて，自らの存在や認識として「直接民主主

義」という理想を掲げたといえる。そしていか

に実現するかの論理を『思想の科学』や『声な

き声のたより』等の各種メディアを通して行っ

ていく。高畠が後年語っているように，それは

「自発性の組織化」（Sasaki-Uemura,2001）とい

う課題への挑戦だったともいえる。

政治学者の大嶽（２００７，１０５頁）は，これら市

民運動について「参加の容易さ」だけでなく

「退出の容易さ」に着目している（Hirshman,

１９７０参照）。運動や組織からの退出が容易であ

るからこそ，より原則的
毅 毅 毅 毅 毅

な存在や認識を持つこ

とができるといえよう。

２「未組織者」および「地域」の発見

「下からの民主主義」を目指した彼らは，安

保後，革新国民運動が看過してきた２つの要素

を「発見」し（淵邊，１９９９），そこで行われる運

動に可能性を見出そうとしていく。

第１に，上述した「声なき声の会」に代表さ

れる，労働組合に所属しない主婦，企業管理

職，商店主，中小企業労働者といった「未組織

者」および彼らによる市民運動である。当時，

市民が政治的な活動に参加するには，特定の職

場で働く人々を組織化した労働組合や，政党，

大学といった何らかの組織に所属するのが前提

とされていた。安保闘争時，街頭デモは労働組

合の掲げる「赤旗」で埋めつくされていた７）。

運動の組織化とは労働組合に代表されるよう

に，人々の関係の中に指令するものとされるも

のという，タテの関係を持ち込み（丸山，

１９８９，２３頁），個人は組織の方針に従うのが自
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明の理とされ，それが運動として最も成果を得

られると考えられていた。

しかし，鶴見，高畠ら市民主義者は，最初に

組織ありきではない，違った形の政治参加のあ

り方を模索していた。それが，５月１９日の新安

保条約の強行採決後に，街頭に登場した多数の

未組織の市民によって実態として表れ，これを

受けて，市民主義者は未組織の「浮浪市民」に

着目する。日高，高畠ら思想の科学関係者は６

月１２日，「形なき組織の中で」というシンポジ

ウムを開催し，新しい政治参加のあり方を議論

し始めている８）。高畠（日高ほか，１９６０，８２頁）

はここで以下のように述べている。

「思想の科学」の本来の性格を考えれば，思想的

にはわれわれこそが（安保強行採決の翌日であ

る）２０日以降あの状況にみあって統一戦線の母胎

となるべきだという考えは私に強いんです。運動
毅 毅

はそれぞれの職場でというのがまず筋でしょう
毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅

か

ら，とはいっても焦燥感はのこる。ところが，６

月４日のデモのときわれわれは思い思いのプラカ

ードを掲げてきたのですが，その時絵描きの小林

トミさんが組織のない“声なき声（の会）”の人た

ちもいっしょに歩きましょうとやったら，かなり
毅 毅 毅

の一般市民が入ってくれた
毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅

。
毅

それで，具体的運動

はこの線でも一つやろうということになって，以

後デモの時などは，「思想の科学」なんかほとん

ど消しちゃってこれ一本槍なんです。これから

は，こういう人たちの声を交換し合う場をつくっ

てゆこうと思うんです。（（ ）内及び傍点筆者）

彼らは職場における労働組合といった組織に

引き続き期待しつつも，現実には想像以上に未

組織者がいることを「発見」した。そして，彼

らはこうした「形なき組織」の組織化というテ

ーマに以後取り組むことになる。「声なき声の

会」の運動に関わりつつ，６０年代半ば，社会現

象ともなった反戦運動，ベ平連の結成に大きな

役割を果たしていく（小田，１９９５参照）。

第２に，革新国民運動において，運動の客体

的存在だった「地域」（道場，２００２）であり，地

域で実施される市民運動である。これは後に

「住民運動」とも呼ばれるようになる。例えば，

鶴見（１９６０b，６頁）は安保直後に刊行された

『声なき声のたより』創刊号において，「居住

地」において日本の政治について討論する集ま

りを呼びかけ，高畠（１９６０，３-５頁）は『たよ

り』２号で「居住地組織の提案」として，それ

を組織化するための方法を述べている。

私たちの組織は，手はじめに，各地域で諸サーク

ル，青年団体，組織をもたない市民，帰郷してい

る学生などの連合をつくることから出発したい。

各地の文化サークル・文学サークル・宗教団体・

（労働）組合内サークルなどと私たちは連絡をと

りつつあるが，市民的抵抗への基盤としてのこれ
毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅

らの連合が成立したら
毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅

，
毅

それは日本で画期的な意
毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅

味をもつ
毅 毅 毅 毅

だろう。（同上，４頁，（ ）内及び傍点

筆者）

彼らは６０年６月２５日，東京都内で参加者１５０

名を集めて，「みんなの井戸端会議─政治を

私たちの手に─」を開催し，居住地組織のネ

ットワーク形成を試みた。

他方，鶴見ら「思想の科学グループ」と違っ

たアプローチから「地域」に着目していたの

が，松下圭一，鳴海正泰，菅原良長といった

「地域民主主義」論者である（道場，２００２，９７-

１０９頁）。彼らは主に社会党系の都労連（東京都

労働組合連合協議会）が１９５５年に設立したシン
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クタンク，「東京都政調査会」に参集していた。

６０年安保そして，革新国民運動の盛衰を見届け

た松下は，杉並区９）や農村村落等，各地での調

査研究を通して，安保闘争を「地域」の視点か

ら総括していった。そして，革新政党の地域に

おける組織基盤の弱さが，労働組合への過度の

依存をもたらし，結果的に革新運動自体の弱体

化をもたらしているという問題意識を強く持つ

ようになった。この課題を乗り越える理論とし

て提起された組織論が「地域民主主義」論だっ

たのである。

政治学者の松下は５０年代後半から既に，大衆

社会の到来に伴って，それまで社会を規定して

いた「労働者階級」の形態変化が起こることを

想定していた。つまり，マルクス主義者や革新

政党の考える「２元対立型」からの脱皮を唱え

た。次第に，松下は私的・公的な活動を自発的

に行う「市民」の出現を述べるようになる（松

下，１９９４，４９３-４９５頁；松下，１９６６）。

松下ら「都政調査会グループ」はこうした問

題意識を共有しつつ，安保闘争以前より全国の

地域においてミクロ調査を行っていた。例え

ば，農村における地方政治のフィールドワーク

を通して，農村を「民主化」していくには，保

守政党と比べて革新政党の政治的基盤が脆弱で

あることを問題視しており（松下，１９５９；松

下，１９６０参照），早くから「地域」に着目してい

たことが伺える。

松下は安保闘争の混乱のなかで，日本社会党

が「構造改革論」１０）を導入したことを見逃さ

ず，それに乗じて地域民主主義論を提唱した。

空前の政治的課題となった安保闘争は，教条的

な社会主義政党であった日本社会党にも影響を

与えた。同党は戦後民主主義を肯定的に評価

し１１），新しい大衆社会状況に対応した「構造改

革論」を受容することになった（道場，

２００２，９９-１０４頁）。

松下は日本社会党のこうした動きを評価しつ

つ，停滞した革新国民運動を再生する方法とし

て，まず「地域」に目をつけ，続いて「地方自

治体」に目をつけた（同上，１０２頁）。当時日本

の各政党の政策は極めて「中央集権的」であ

り，地方自治に関する体系的な政策を実質的に

持 っ て い な か っ た（同 上，１０１頁；鳴 海，

１９８２，１５６頁）。松下は「地域民主主義」の浸透

を通して，「自治体改革」を行い，革新国民運動

を再生することで国民レベルの民主化を目指し

た。

松下は運動のアクターとして，市民主義者と

同様，居住地組織に注目していた。ただし，市

民主義者のそれと異なり，彼の地域における組

織化の理論はより具体的で，現実的にみえた。

それは松下ら「都政調査会グループ」が，地域

において対抗する保守政治，および自由民主党

の組織化に関する先行研究（松下，１９６０）があ

ったことと関係している。松下は地域における

自民党の組織論を研究することで，革新側の組

織化の課題を析出しているからといえよう。

松下は保守政治に対抗するため，総評を頂点

とする産業別のタテ割りの労働組合と並んで，

地域における「ヨコ割り」の運動を提唱し（同

上），地域で共闘できる組織として，以下を挙

げた（松下，１９６１，５２６頁）。①平民共闘，民団

協あるいは地区労の下降 ②労働組合の居住分

会，家族組合 ③農民組合などの農民組織 ④勤

労者協議会（通勤者同盟）⑤町政民主化同盟，

村政懇親会などの政治サークル ⑥青年団体，

婦人団体，文化サークル，あるいは教組の地域

活動など である。

松下らは豊富な調査をベースに，より具体的
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な組織化の戦略を提起し，産業別組合ではない

地域の労働組合のネットワークである地区労

（地区労働組合協議会）に期待した。そして，

①地区労がイニシアティブをとって，②組合の

居住者名簿を掌握して，④勤労者協議会を作

り，これに⑤政治サークル，⑥青年や婦人が参

加する等（同），具体的な方法論を示した。こ

れに関連して，同会は６１年，『地域活動の手引

き』を発行している。同書は地域において「ヨ

コ割り」で地域活動を行っていく上での具体的

なマニュアルを示しており，注目される。

６０年安保をきっかけとして，市民主義者と地

域民主主義者は交錯し，両者は交流を深めてい

くかにみえた。例えば，鳴海は『思想の科学』

６１年７月号において，安保以後の「市民組織の

一年間」を振り返り，市民主義者同様，「市民組

織（居住地組織）」を高く評価している。しか

し，地域民主主義者である彼の最終的な目標は

革新国民運動の再生にあった。それ故，彼は以

下のように述べている。

（市民組織は）多くの場合，下請機関化をねらっ

た政党の組織うばい合いの対象にされたり，組織

内にセクト主義がもちこまれたりという問題を派

生させている。このような政党エゴイズムの市民

組織への持ち込みは，きびしく批判されねばなら

ない。しかし，同時に市民組織としては
毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅

〔中略〕

地域における民主勢力の統一の場をつくるという
毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅

積極的姿勢のほうが
毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅

，
毅

より生産的であろう
毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅

。（鳴

海，１９６１，５５頁，（ ）内および傍点筆者）

地域民主主義者は，居住地における市民組織

の運動が，革新政党に包摂され，政党と親和的

であるべきという前提で理論を構築してい

た１２）。それに対して，市民主義者は政党エゴイ

ズムの市民組織への持ち込みという，まさにそ

のことを問題視し，民主主義の原理そのものを

問いていた１３）。既存の議会政治そのもののあり

方を根源的に問いた鶴見俊輔（１９６１，１５-１６頁）

は，「不信の念を育て運動をすすめてゆこう」

というタイトルで次のように述べている。

昨年，浅沼稲次郎が暗殺された時，社会党の代議

士が，国会で，「右翼テロ防止活動」のために破防

法〈破壊活動防止法〉を適用する考えはないか」

と政府に質問した。〔中略〕その時，政治を職業

としているものと，政治を職業としていないもの

とでは，ずいぶん感覚のへだたりがあると思っ

た。〔中略〕左翼の政権ができたら再軍備もよ
毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅

い
毅

，
毅

ソヴィエトがはじめたのなら原爆実験も非難
毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅

するにあたらない
毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅

，
毅

右翼とりしまりのためにつか
毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅

うなら破防法もよい
毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅

（
毅

そういう法律をみずから立
毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅

案しかねない
毅 毅 毅 毅 毅 毅

）
毅

という考え方が
毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅

，
毅

今の日本の革新
毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅

政党
毅 毅

，
毅

政治家の中に明らかにある
毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅

。
毅

〔中略〕そう
毅 毅

いう考え方にたえず職業的におちいりやすい政治
毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅

家にいつもあらたに不信を表明していきたい
毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅

。
毅

（（ ）内原著；傍点および〈 〉内筆者）

両者の理論は近接しつつも，親和的でなく，

それ以降，両者の関係は次第に薄れていった。

その後，革新政党の組織体質を原理的に憂いる

市民主義者の「不信」は的中する。日本社会党

は６２年構造改革論を保留し，６４年綱領的文書

「日本における社会主義への道」１４）を承認し，

教条的な政党に逆戻りしていった。これに伴

い，「地域」に着目して「分権化」を推進するか

にみえた同党は，「中央集権化」を推進してい

く。社会党は住民運動に象徴される，地域のニ

ーズに対応することはより困難になった（道

場，２００２，１０５頁参照）１５）。
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日本社会党の「教条化」は結果的に，総体と

しての社会運動に大きなダメージを与えたとい

われる。例えば，１９５０年代に国民的な反核運動

として始まった原水爆禁止運動の分裂を誘発し

た。５５年に超党派的な組織として発足した原水

爆禁止日本協議会（原水協）であったが，次第

に各政党や労働組合は自らの政治方針を運動に

持ち込むことになる。運動は分裂し，社会党・

総評系のグループは６５年原水爆禁止日本国民会

議（原水禁）を結成する１６）。その後原水禁は，

共産党の影響力が強まった原水協と「ことごと

く激烈な対立を繰り返すことになる」（岩垂，

２００５，１０９頁）。

こうした社会党の変容のなかで，松下ら地域

民主主義者は「革新国民運動」の再生を通した

国民レベルの民主化といったマクロ的な視点を

提示しなくなる（道場，２００２，１０３-１０４頁参照）。

「地域民主主義」的モメントは次第に捨象され

（同上，１０４頁），ミクロ的な「革新自治体」「自

治体改革」の研究に焦点が移っていくことにな

る。

他方，市民主義者らの運動は安保直後より数

年間の「停滞」を経て，６０年代半ば以降「ベ平

連」という新しい社会運動を析出した。この運

動はその後の，日本の市民活動に大きな影響を

及ぼしていく。

３「ボランティア・エンパワメント主義者」の

出現

他方，戦後民主主義に影響を受けつつ，前節

とは別のアプローチから，「地域」および「未組

織者」を発見しつつあった市民や知識人の集団

がいた。１９６５年，大阪を拠点に「ボランティア

協会大阪ビュロー（現・大阪ボランティア協

会）を設立したグループである１７）。同協会設

立・運営に関わる，柴田善守，上田官治らは，

セツルメント運動の実践を行う，あるいは思想

的な影響を受けていた。英国で生まれたセツル

メント運動は，貧困地域で学習やレクレーショ

ンなどの小集団活動を通して，住民のエンパワ

メント，つまり意識や行動を変え，地域の問題

解決を試みた（『社会福祉用語辞典』第２版，ミ

ネルヴァ書房参照）。戦前，大阪においてセツ

ルメント運動は活発に展開された１８）。セツルメ

ントは社会問題の発生において環境を重視し，

人間の変革への可能性に信頼を置いていた（杉

山，１９９７）。

彼ら「セツルメント運動グループ」は，急速

に変容する地域（３-１参照）に関心を寄せ，

社会問題が伝統的な貧困問題から変容していく

ことを認知し始めていた。そうしたなか，地域

でボランティアの制度化が徐々に進行し始めた

（４-２参照）。彼らは行政や社会福祉協議会が

内包する，「「善意」のモメントに基づく奉仕活

動」に対して強い疑念を抱き，善意ではなく，

個人のエンパワメントやボランティアの主体形

成を重視した。

そして当時一般的に用いられていた「奉仕」

ではなく，外来語である「ボランティア」とい

う用語を掲げ，国家から独立した市民の立場か

ら「ボランティアスクール」といった学習活動

を展開し，ボランティアの自発性，主体性の確

立を目指していった。彼らは市民主義者と同様

に，民主主義を原則的に捉え始めようとしてい

た。地域において当時主流であった国家に依存

したStatutoryなボランティア活動ではなく，

Voluntaryな運動を目指したのである（岡本，

２００５，２８頁）。彼らはいうならば，「ボランティ

ア・エンパワメント主義者」といえよう。

個人の主体性を重視する大阪ボランティア協
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会は，その結果として革新政党のイデオロギー

に包摂されず，無党無派の立場をとった。彼ら

は，議会政治から一定の距離を置くと共に，全

共闘運動に影響を受けたラディカルなボランテ

ィア運動に一定程度影響を受けたものの，包摂

されることはなく（高森，２００５，１６頁参照），自

律的な組織として活動を展開していく。

注
１） 「戦後民主主義」の定義はまだ存在しておら

ず，その含意も論者によって大きく異なってい
る。ただし，日本国憲法の持つ原則である，国
民主権，平和主義，基本的人権の尊重といった
価値観は共通の要素として挙げることができ
る。

２） 「革新国民運動」という名称は清水慎三
（１９６１）によって名付けられた。

３） １９５９年３月，日本社会党，日本労働組合総評
議会（総評），原水爆禁止日本協議会（原水協）
など１３４団体が構成団体（日本共産党はオブザ
ーバー参加）となって発足した。

４） １９５８年に日本共産党の武装闘争放棄を批判し
て，当時の全学連指導部の学生たちが結成し
た。

５） 例えばそれは，６０年１２月「声なき声の会」の
呼びかけた集会における参加者の発言に象徴さ
れている。発言した清水竜夫は，地元である神
奈川県平塚市で「安保阻止平塚市民の集い」を
結成していた。「市民運動には理論がなくやり

毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅

にくい
毅 毅 毅

。
毅

そこで，どうしても社会主義運動に切
り替わってしまう。そうすると，人数は少なく
なるが長つづきする」（小林，２００３，４８頁，傍点
筆者）。

６） 鶴見俊輔（１９９６，２-３頁）は，後に以下のよう
に回想している。「（久野収は）日本の進歩的知

毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅

識人をまきこんだソヴィエト連邦への同調に，
毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅

つねに留保をもって対した
毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅

。
毅

「政治犯を処刑し
ないでくださいよ」という，進歩的知識人のあ
つまりにあっての久野さんの一声を忘れること
はできない」（（ ）内及び傍点筆者）。

７） 鶴見（１９６８，５頁）は後にこう回想している。
「赤旗の下でインタナショナルを歌ってマルク
ス主義を信じている人は抵抗なしに（デモに）
入って行けたが，「声なき声」のような仕方で
安保の強行採決に反対する運動で，そこに集ま
る人々をむりやり赤旗のもとにおくのではな
く，もっといろいろな色があっていい

毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅

と考え
た。」（（ ）内及び傍点筆者）

８） 日高（日高ほか，１９６０，７５頁）はシンポジウ
ム冒頭で以下のように述べている。「（安保強行
採決の翌日である）５月２０日以来の運動の一つ
の特徴は，それまで組織のなかったいろいろな
中間領域で，急激に人々がまとまって運動しは
じめる，あるいは今まで組織のあったところで
も，無名の人たちが動いて，組織を脱皮させよ
うとしている，というところにあると思うんで
す。」（（ ）内筆者）

９） 都政調査会の行った杉並区調査『大都市にお
ける地域政治の構造』（１９６１年）において，松下
は鳴海正泰氏らと共に造語した「地域民主主
義」および「自治体改革」という用語を初めて
用いた（松下，１９９４，４９９頁；道場，２００３，１００
頁）。

１０） それまで日本社会党は，西欧の左翼政党と同
様，教条主義であり，ソ連共産党をモデルとす
る社会主義建設を目指していた。しかし，５６年
のソ連共産党第２０回大会におけるスターリン批
判によって，各国の左翼政党はその教条から一
部解放され，各国の独自の事情や同時代の経験
を加味した新しいマルクス主義の試みが表れて
くる。西欧最大の共産党であったイタリア共産
党の「構造改革論」を皮切りにして，先進国の
左翼政党は新しい路線に転換していく（道場，
２００２，９８-９９頁）。

１１） 当時，日本社会党は党内左派を中心として戦
後民主主義を「ブルジョア民主主義」と批判し
ていた。

１２） 道場（２００２，１０５頁）は次のように指摘してい
る。「こうした１９６０年代中ごろまでの松下の
「地域民主主義」「自治体改革」論は，「

毅

住民運
毅 毅 毅

動
毅

」
毅

が
毅

「
毅

革新政治指導
毅 毅 毅 毅 毅 毅

」
毅

から離れて自律した論
毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅

理を提示したり
毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅

，
毅

対決の関係に入り込む可能性
毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅
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については考察されておらず
毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅

，
毅

「
毅

革新政治指導」
毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅

によって包摂されるべき
毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅

，
毅

あるいは調和的関係
毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅

を築くものとして扱われている
毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅 毅

」。（傍点筆者）
１３） 鶴見俊輔の思想のラディカル性に関して，例

えば原田（２００１）が参考になる。
１４） 党内左派優位のなかで，「道」は６６年にプロ

レタリア独裁を容認し，ソ連型社会主義を目指
すよう加筆された。社会党は８６年，「道」を「歴
史的文書」として棚上げし，西欧型の社会民主
主義政党に転換した。

１５） こうした背景の下で，日本社会党と有権者の
乖離は徐々に進行し，６０年代国政レベルで長期
低落傾向に陥ることになる（土山，２００２，１５１-
１５３頁参照）。

１６） これに先立って民社党および同盟の前身であ
る全日本労働組合会議（全労）のグループは原
水協を脱退し，６１年１１月核兵器禁止平和建設国
民会議（核禁会議）を結成している（岩垂，
２００５）。

１７） 同様の動きは東京でもみられた。財団法人富
士福祉事業団（東京都国分寺市）は１９４７年に戦
争引揚者の支援を目的として厚生省の認可によ
って設立された。その後業務内容を変更し，
１９６０年にボランティア活動の啓蒙・啓発・普及
に目的を変更し，活動を始めた。特に６０年代後
半以降，ボランティア専門誌「ボランティア」
を創刊（１９６６年）したり，ボランティアの啓
発・育成を行う「ボランティアスクール」を開
講（１９６７年）して，青年のボランティア育成を
始めていった。

１８） セツルメント運動の多くはクリスチャンが信
仰を体現する実践の場としての要素を持ってい
た（杉山，１９９７参照）。
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Abstract:AbouttenyearshavepassedsincetheNPOActwaspromulgatedinJapanin1998.The

numberofcorporationshasincreased.NPOs,whicharetheactorsof“citizenshipactivities”,have
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emergingatthattime.
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